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               新                 旧 

            

治山林道事業留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 10 月 

 

 

高知県林業振興・環境部 治山林道課 

 
 
 
 

 

 

治山林道事業留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 7 月 

 

 

高知県林業振興・環境部 治山林道課 
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共通事項 

（1）共通仮設費及び現場管理費の補正 

1. 市街地：施工地域が人口集中地区（ＤＩＤ地区）及びこれに準ずる

地区をいう。 
 

※ ＤＩＤ地区とは、総理府統計局国勢調査による地域別人口密

度が4,000人/km2以上でその全体が5,000人以上となっている

地域をいう。 
 

2. 山間へき地及び離島 
(1)  山間へき地 

1  別表「山間僻地の判定基準点数表」に基づき計算された点数の

合計が 50 点を超える地区 
2 過疎地域活自立促進特別措置法の過疎地域又は山村振興法第７

条の規定に基づき振興山村に指定された地域に含まれる地区（工事

の施工場所から市町村役場（支所等含む）の所在地又は市町村の中

心地までの陸路が 10km 未満である地区を除く。） 
(2)  離島：離島振興法に基づく地区をいう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

共通事項 

（1）共通仮設費及び現場管理費の補正 

1. 市街地：施工地域が人口集中地区（ＤＩＤ地区）及びこれに準ずる地区を

いう。 
 

※ ＤＩＤ地区とは、総理府統計局国勢調査による地域別人口密度が

4,000 人/km2 以上でその全体が 5,000 人以上となっている地域をい

う。 
 

2. 山間へき地及び離島 
(1)  山間へき地 

1  別表「山間僻地の判定基準点数表」に基づき計算された点数の合計が

50 点を超える地区 
2 過疎地域活自立促進特別措置法の過疎地域又は山村振興法第７条の規

定に基づき振興山村に指定された地域に含まれる地区（工事の施工場所

から市町村役場（支所等含む）の所在地又は市町村の中心地までの陸路

が 10km 未満である地区を除く。） 
(2)  離島：離島振興法に基づく地区をいう。 

 
3. 地 方 部：施工地域が前項 1、2以外の地区で次のいずれかに該当する

地区をいう。 
(1)  施工場所が一般交通等の影響を受ける場合。 
① 施工場所において、通行規制等を行い工事を実施する場合。 
 ただし、工事施工場所において、前面通行止を行って工事を実施する場

合は除く。 
② 施工場所において、地下埋設物件の影響を受ける場合。 
③ 施工場所において、50ｍ以内に人家等（民家・商店・ビル等）が連な

っている場合。 
 （別図参照） 
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     略 

 

（2）近接工事の諸経費等の取扱い要領  ～  略 

 

治山事業  略 

 

別 図 

※ 工事施工場所の周
囲から50ｍ以内に
50ｍ以内の間隔で
人家が２戸以上連
なっている場合。

人 家 等

人 家 等

人 家 等 人 家 等

50ｍ

50ｍ

50ｍ50ｍ

50ｍ以内

50ｍ以内

工事施工場所

 
 

      略 

 

（2）近接工事の諸経費等の取扱い要領  ～  略 

 

治山事業  略 
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林道事業 

1.林道規程 ～ 12.その他  略 

13.舗装工 

 １林道舗装  略 

2 設計積算の留意事項 

1～5  略 

 
6六価クロム溶出試験について 

「六価クロム溶出試験」に要する費用は技術管理費として計上し、現場管

理費及び一般管理費等の対象とする。 
    また、六価クロム溶出試験については、特記仕様書に明示すること。 
 
 

参考資料 ～ 略 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林道事業 

1.林道規程 ～ 12.その他  略 

13.舗装工 

 １林道舗装  略 

2 設計積算の留意事項 

1～5  略 

 
6六価クロム溶出試験について 

「六価クロム溶出試験」に要する費用は技術管理費として計上する。 
単価には、直接人件費、直接経費（動力光熱費、機械損料等）、諸経費（間接費、

一般管理費、その他）を含むため、全ての間接費の対象としない。 
    また、六価クロム溶出試験については、特記仕様書に明示すること。 
 

参考資料 ～ 略 

 


